
　別表第３（第１１条第２項関係）

　別表第４（第１３条第４項関係）

居住開始日からの経過年数 返還金額

　１年未満 　補助金交付額の１００％

　１年以上２年未満 　補助金交付額の６６％

　２年以上３年未満 　補助金交付額の３３％

　３年以上 　返還なし

第４条第１項第５号に
該当する者

(1)　補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(2)　委託契約書の写し

(3)　委託代金の領収書の写し

(4)  写真（動産搬出前、搬出中及び搬出完了の状況を撮影し

　 たもの）

第４条第１項第４号に
該当する者

(1)　補助対象物件の売買契約書の写し

(2)　工事請負契約書の写し

(3)　工事代金の領収書の写し

(4)  工事写真（着工前、施工中及び完成の状況を撮影したも

　 の）

第４条第１項第３号に
該当する者

(1)　補助対象物件の賃貸借契約書の写し

補助事業者の区分 報告書に添付する書類

第４条第１項第１号に
該当する者

(1)　補助対象物件の売買契約書の写し

(2)　土地の登記事項全部証明書の写し（補助事業者へ所有権

　 移転完了後のもの）

(3)　補助対象物件の売買代金の領収書の写し

(4)　補助対象物件の土地に新築する住宅の工事請負契約書の

 　写し

第４条第１項第２号に
該当する者

(1)　補助対象物件の売買契約書の写し

(2)　土地・建物の登記事項全部証明書の写し（補助事業者へ

　 所有権移転完了後のもの）

(3)　補助対象物件の売買代金の領収書の写し


